
　

講習種別
救命入門コース

《参加証》
夜間救命講習Ⅰ・Ⅲ

《修了証》
普通救命講習Ⅰ・Ⅲ

《修了証》
上級救命講習

《修了証》
応急手当普及員講習

《認定証》
応急手当普及員再講習

講習の内容
胸骨圧迫・AEDの使用法な

ど応急手当の入門編

応急手当ＷＥＢ講習の受
講を必須として、普通救命
講習Ⅰ・Ⅲを少人数、短時

間で学ぶ講習

胸骨圧迫・AEDの使用法・
止血法や異物除去等の応
急手当の基本を学ぶ講習
※1 応急手当WEB講習対応

成人・乳幼児・小児に対す
る心肺蘇生法・AEDの使用
法・その他応急手当を学ぶ

講習

救命講習の指導者になる
ための資格認定講習

応急手当普及員の資格は
３年以内に再講習の受講

が必要です。３年以上経過
した場合は資格が失効し

ます。
※2 応急手当普及員に限る

講習時間 ４５分 １時間１５分 ３時間 ８時間
２４時間

（８時間×３日）
３時間

開催時間 １９時～１９時４５分
1９時～２０時１５分
(毎月第３木曜日)

９時～１２時 ８時３０分～１７時１５分 ８時３０分～１７時１５分 ９時００分～１２時００分

定員 １０名 １０名 ３０名 ３０名 ３０名 １５名

開催場所 中央消防署４階小会議室 中央消防署４階中会議室 各署
中央消防署

鶴崎市民行政センター
南消防署

中央消防署４階講堂 中央消防署４階中会議室

　４月 普通救命講習Ⅲ
４月１７日（木）

４月　９日（水）中央
４月１９日（土）東
４月２９日（火）南

　５月 普通救命講習Ⅰ
５月１５日（木）

５月　９日（金）中央
５月１９日（月）東
５月２９日（木）南

６月分受付開始
５月１日（木）～

　６月 普通救命講習Ⅲ
６月１９日（木）

６月　９日（月）中央
６月１９日（木）東
６月２９日（日）南

６月１４日（土）
南消防署

　７月 ７月１７日（木）
普通救命講習Ⅰ
７月１７日（木）

７月　９日（水）中央
７月１９日（土）東
７月２９日（火）南

８月分受付開始
７月１日（火）～

　８月 普通救命講習Ⅲ
８月２１日（木）

８月　９日（土）中央
８月１９日（火）東
８月２９日（金）南

９月分受付開始
８月１日（金）～

８月１６日（土）～
８月１８日（月）

　９月 普通救命講習Ⅰ
９月１８日（木）

９月　９日（火）中央
９月１９日（金）東
９月２９日（月）南

９月２０日（土）
中央消防署
※3　応急手当WEB講習必須

１０月分受付開始
９月１日（月）～

１０月 普通救命講習Ⅲ
１０月１６日（木）

１０月　９日（木）中央
１０月１９日（日）東
１０月２９日（水）南

１１月分受付開始
１０月１日（水）～

１０月２４日（金）

１１月 １１月２０日（木）
普通救命講習Ⅰ
１１月２０日（木）

１１月　９日（日）中央
１１月１９日（水）東
１１月２９日（土）南

１２月分受付開始
１１月１日（土）～

１１月２２日（土）～
１１月２４日（月）

１２月 普通救命講習Ⅲ
１２月１８日（木）

１２月　９日（火）中央
１２月１９日（金）東
１２月２９日（月）南

１２月２０日（土）
鶴崎市民行政センター

　１月 普通救命講習Ⅰ
１月１５日（木）

１月　９日（金）中央
１月１９日（月）東
１月２９日（木）南

２月分受付開始
１月５日（月）～

　２月 普通救命講習Ⅲ
２月１９日（木）

２月　９日（月）中央
２月１９日（木）東
２月２８日（土）南

３月分受付開始
２月１日（日）～

２月１３日（金）～１５日
（日）

　３月 ３月１９日（木）
普通救命講習Ⅰ
３月１９日（木）

３月　９日（月）中央
３月１９日（木）東
３月２９日（日）南

３月１４日（土）
南消防署
※3　応急手当WEB講習必須

講習の内容について

詳しい講習の内容については右の二次元コードから

大分市ホームページ「救命講習を受講しませんか」をご覧ください。

市内事業所等への出向講習について ※ ４月～９月末まで

夜間救命講習以外の講習は概ね１５名以上で出張講習の対応を行っております。

救命講習の申し込みについて

１．オンライン申請

定期開催を行っている救命講習は、パソコンやスマートフォンなどから時間を問わず、

救命講習の申し込みを行うことができます。

右の二次元コードから希望する日にちを選択し、必要事項を入力すると申し込みができます。

２．電話

お電話での申し込みは救急救命課または各消防署にご連絡ください。

救急救命課 097-532-4199（平日８：３０～１７：１５）

中央消防署 097-532-2108

東消防署 097-527-2721

南消防署 097-586-1230

オンライン申請はこちらから

救命講習を受講しませんか

令 和 7 年 度

救 命 講 習（定期開催）の ご 案 内

※1 事前に応急手当WEB講習を受講することで講習時間が１時間短縮されます。

※2 応急手当普及員の認定更新については、上級救命講習・普通救命講習を受講することでも更新できます。

※3 時間短縮での講習となるため、応急手当WEB講習が必須の講習となります。


